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割賦販売法・自主ルール研修の位置づけ等 
 
○ 割賦販売法では、クレジット（信用購入あっせん）業務及びクレジットカード番号等取扱契
約締結の業務を営むためには、行政の登録審査基準のもと、同法に基づく登録業者であること
が要件となっています。 

○ 法令上、登録業者には業務の公正かつ的確な実施を確保するために必要な体制を整備するこ
とが求められており、この体制整備要件の一つとして、法令、社内規則等を遵守するために必
要な体制を置くこととし、役職員に対して必要な教育研修を行うこととなっています。 

○ 一方で、行政の立入検査の際の基準となる、「割賦販売法（後払分野）に基づく監督の基本方

針」の社内教育に関する検査項目として、「認定割賦販売協会会員については、役職員を同協会
が主催する研修又は同等の内容の研修に定期的に参加させること」が明記されています。 

○ 協会の「資格研修等に関する規則」及び「割賦販売法・自主ルール研修に関する細則（以下、
細則という）」においては、「割賦販売法・自主ルール研修（以下、自主ルール研修という）」を
認定割賦販売協会で主催する研修として位置付け、この規則等に基づいて、本会の会員のうち
登録業者の役職員は、３年ごとに「一般研修」（講師資格のある方は「講師更新研修」）を受
講・修了することとなっています。 

 
 
研修の受講対象 
 
○ 自主ルール研修の対象となる会員は、「割賦販売法・自主ルール研修に関する細則」に基づき、
協会の会員のうち「包括信用購入あっせん業者」、「個別信用購入あっせん業者」及び「クレジ

ットカード番号等取扱契約締結事業者」（以下「研修対象会員」という）です(細則第２条)。
「研修対象会員」の対象となる役職員の方々は、自主ルール研修を受講・修了してください
（細則第７条、第１１条）。 

 
 
講師資格者の設置 
 
○  研修の受講に併せて、「研修対象会員」は社内教育体制の整備の観点から、割賦販売法及び

自主ルールを遵守した適正な業務を行うため、講師資格者を置くことが求められています（細
則第３条）。 

○  講師資格者が現時点で未設置の場合又は退職等により講師資格者が不在となることが想定さ
れる場合は、講師研修の計画的な受講により、講師資格者を設置してください。 

 

  

１. 割賦販売法・自主ルール研修の受講について 
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自主ルール研修の種類について 
 
○  自主ルール研修では、以下の研修を実施しています。各社の業容規模等に応じて、研修を受

講・修了してください。 
 

研修の種類 受講対象者 研修の目的 受講サイクル 

コンプライアンス研修 

・会員代表者 

・信用購入あっせん業務の担当役員 

・クレジットカード番号等取扱契約

締結業務の担当役員 

割賦販売法及び自主ルールの

遵守に必要な社内体制の整備

等を行うために必要な知識等

を習得すること 

毎年度受講 

一
般
研
修 

協会主催研修 
・信用購入あっせん業務に従事する

職員 

・クレジットカード番号等取扱契約

締結業務に従事する職員 

割賦販売法及び自主ルールに

基づいた業務に必要な知識を

習得すること 

研修修了日が属

する年度の翌年

度から３年度※1

以内に１回受講 
会員主催研修 

講
師
研
修 

講師育成研修 

・（受講しようとするときから原則

前３年度※2以内に）一般研修にお

いて当該研修を修了した役職員で

あって、講師になろうとする者 

講師として必要な知識を習得

すること 
 

講師更新研修 
・講師資格認定者であって、講師資

格を更新しようとする者 

講師資格者の能力の維持及び

向上を図ること 

講師資格有効期

限内に受講 

※ 年度は４月～翌年３月とします。 

※１ ２０２３年度に一般研修を受講された方は、２０２６年度中に一般研修を受講する必要があります。 

※２ ２０２６年度の講師育成研修を受講する場合、２０２３年度以降に同じ研修区分の一般研修を受講済みである必要があります。 
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２０２６年度の自主ルール研修の実施について 
 
○ ２０２６年度に実施する自主ルール研修の概要は、以下のとおりです（昨年度から変更した 
点については、赤字で掲載しています）。詳細については、後掲の該当するページにてご確認 
ください。 

 
 
研修制度全般について 
 
・ＪＣＡ資格ＮＥＴとＥラーニングシステムの統合 
 

従来Ｅラーニング（一般研修、コンプライアンス研修）の申込み及び受講と、講師資格者の 
確認及び講師研修の申込みその他の自主ルール研修にかかる機能については、別々のシステム 

でご利用いただいておりました。 
 
今年度からは両者の機能を統合し、ワンストップでご利用いただける新システムの運用を開

始いたします。具体的には、昨年度より新しくなったＥラーニングシステムに、ＪＣＡ資格Ｎ
ＥＴの機能を統合する形となり、新システムの稼働開始は７月頃を予定しております。 

※新システムの名称は引き続き「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」の予定です。 
※旧ＪＣＡ資格ＮＥＴについては７月末まで講師資格者情報を確認できる予定ですが、それ 
以降は新システムにてご確認ください。 

   
  新システムは昨年度から運用を開始したＥラーニングシステムをベースとしております。 
昨年度ご利用いただいていた会員様は問題ないかと思われますが、場合によっては社内セキュ 
リティ等によりアクセス制限がかかる可能性がございますため、事前に以下のサーバーＵＲＬ 
を社内システムご担当者様へご連携いただく等、必要に応じご対応いただきますようお願いい 

たします。 
 

https://j-credit.s-lms.net/ 
https://j-credit-2.s-lms.net 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

・システム統合に伴う講師資格者情報の移行について 

 
これまで旧ＪＣＡ資格ＮＥＴにおいてご確認いただいておりました講師資格者情報につきま 

しては、７月を目途に新システムへの移行を行います。 
※上述のとおり、旧ＪＣＡ資格ＮＥＴ内で７月末まで講師資格者情報を確認できる予定です。 
 
一方、新システムにおいて各種研修の申込みを行う場合には、まず受講者のアカウント作成 

が必要となるため、講師資格者の状況によって以下の作業が必要となります。 
※昨年度、Ｅラーニングによる一般研修もしくはコンプライアンス研修（ＤＶＤによる受講 

を除く）を受講された方は、既にアカウントが作成されています。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※講師資格情報紐付方法につきましては、７月頃を目途に別途ご案内いたします。 

 
 
・自主ルール研修申込責任者について 
 

自主ルール研修の運用にあたっては、会員毎に申込責任者を登録いただいておりますが、 
昨年度は、旧ＪＣＡ資格ＮＥＴ上で登録されている「申込責任者」と、Ｅラーニングシステ 
ム上で登録されている「Ｅラン申込責任者」が併存する形となっておりました。 
上述のように今年度からは両システムが統合されることから、旧ＪＣＡ資格ＮＥＴ上の 

「申込責任者」と「Ｅラン申込責任者」で異なる方が登録されている会員につきましては、 
「Ｅラン申込責任者」として登録されている方を自主ルール研修の申込責任者とし、呼称も 
「申込責任者」として統一いたします。申込責任者の変更手続きはシステム上で可能ですので、 
必要に応じご対応ください。 
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コンプライアンス研修について 

 
２０２６年度のコンプライアンス研修は、昨年度同様、Ｅラーニング配信により行います。 
開催時期については、２０２６年１２月～２０２７年２月を予定しています。 
募集案内については、２０２６年９月頃を目途に、ＪＣＡ資格ＮＥＴに登録されている各会

員の申込責任者の皆様にご案内いたします。 
※申込責任者が設定されていない場合やメール送信エラーになる場合等は、事務連絡者に通
知します。 

 
 

一般研修について 
 

（１） 協会主催研修 

２０２６年度の一般研修はＥラーニング方式のみで実施します。 
また、講師派遣制度に基づくリモート及び集合方式での協会主催研修の実施も可能です。 
なお、講師資格者のいない会員はＥラーニング方式での受講ができません。 

 
（２） 会員主催研修 

従来通り、各社において講師資格者が研修講師となり、研修を実施してください。 
 
 
講師研修について 
 

（１） 講師育成研修について 

２０２６年度の講師育成研修は、動画配信方式のみで実施します。 
また、講師派遣制度に基づくリモート及び集合方式での実施も可能です。 
 

（２） 講師更新研修について 

２０２６年度の講師更新研修は、動画配信方式のみで実施します。 
また、講師派遣制度に基づくリモート及び集合方式での実施も可能です。 
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研修計画及び受講記録の作成・保存 

 
研修対象会員は、各研修にかかる研修計画を策定するとともに、当該研修に役職員を受講さ

せた場合には、その記録を作成し、当該研修を実施した日から５年間が経過する日が属する年
度の年度末まで保存してください。 
 

【記録する事項】〔細則第２８条第３項〕 

(1) 研修計画 
研修対象会員は実施要領に定める様式（４７Ｐ）を参考に研修計画を策定する。 

(2) 受講状況 
イ コンプライアンス研修 
(ｲ) 受講対象役員全員の氏名、役職 

(ﾛ) 上記(ｲ)のうち実際に受講した者（上記(ｲ)以外の者も含む。）の氏名、役職 
(ﾊ) 上記(ｲ)のうち受講できなかった者がいる場合は、当該者に周知した日 
ロ 一般研修 
(ｲ) 氏名 
(ﾛ) 研修日（分割研修の場合は期間）又は修了日（非対面による研修の場合） 
(ﾊ) 研修の種類（①第１２条第１項第１号から第５号の別、②協会主催研修、 
  会員主催研修の別、③対面による研修、非対面による研修の別） 
(ﾆ) 受講結果（修了、未修了の別） 
(ﾎ) 会員主催研修の場合は講師名 
(ﾍ) 同一の役職員に対し、再度理解度測定のみを行った場合は、その旨（講義と 

同日中に行った場合を除く。） 
ハ 講師研修 
(ｲ) 氏名 

(ﾛ) 研修日 
(ﾊ) 研修の種類（講師育成研修、講師更新研修の別と、第１９条第２項及び第３ 

項に定める研修の種類） 

(ﾆ) 受講結果 

 

会員主催研修を実施した場合の協会への報告 

 
研修対象会員は、会員主催研修を実施した場合は、当該研修の内容等について協会へ報告す

るものとします（細則第１５条第３項）。報告の方法、時期、内容等は、調査に関する規則第
４条第１項第１号に定める書面調査（例年７月頃に実施予定）によることとします。 
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【コンプライアンス研修】 

2026年 

4月 
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2027年 

1月 
2月 3月 

     
 

    
 

  

 

◆一般研修（協会主催研修） 

【研修区分：包括、ACQ、個別、カード総合、合同①、合同②、合同③】 

2026年 

4月 
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2027年 

1月 
2月 3月 

             

※講師派遣制度に基づく協会主催研修の実施を希望する場合は、別途お問い合わせください。 

 

◆講師育成研修 

【研修区分：包括、ACQ、個別、カード総合、合同①】 

2026年 

4月 
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2027年 

1月 
2月 3月 

       
 

     

※講師派遣制度に基づく協会主催研修の実施を希望する場合は、別途お問い合わせください。 

 

◆講師更新研修 

【研修区分：ACQ、個別、カード総合、合同】 

2026年 

4月 
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2027年 

1月 
2月 3月 

       
 

     

※講師派遣制度に基づく協会主催研修の実施を希望する場合は、別途お問い合わせください。 

  

２. ２０２６年度の協会主催研修の実施スケジュール 

Eラーニング実施期間 

 

実施期間 
案内

予定 

動画配信期間 

 

動画配信期間 
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受講対象者 
 

研修対象会員であって、以下に該当する者となります。対象者は毎年度受講・修了すること
が求められています。病欠などやむを得ない場合を除き、受講対象者は、原則全員受講してく
ださい。 

 
①  協会に届出をしている会員代表者 
②  次の業務を担当する役員 

イ 包括信用購入あっせん業務 

 ロ 個別信用購入あっせん業務 
 ハ クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務 

 
※一般役職員の方も受講可能です。 

※受講対象者が１名も受講できない場合(研修対象会員において当該理由を合理的に説明できる場合に限る)

は、法令遵守を監督する管理部門等の責任者又はそれに準ずる者(以下これらの者及び受講対象者と合わせて

「受講対象役員等」と総称する)が受講するものとします。 

※コンプライアンス研修の修了者は、当該受講した研修内容について、受講できなかった他の受講対象役員

等に周知してください。 

※受講対象役員等のほか、次の方々も受講することができます。 

・受講対象役員等以外の研修対象会員の役員及び職員（一般職員の方も含まれます） 

・研修対象会員以外の会員の役員 

・包括信用購入あっせん業務、個別信用購入あっせん業務又はクレジットカード番号等取扱契約締結業務を 

営む(営む予定を含む)非会員の役員 

・研修対象会員の業務委託先その他関連会社の役員(研修対象会員を通じて受講の申込みをした場合に限る) 

 

開催方法・時期等 
 

２０２６年度のコンプライアンス研修は、昨年度同様、Ｅラーニング配信により行います。 
開催時期については、２０２６年１２月～２０２７年２月を予定しています。 

 
研修内容・修了要件 
 

研修内容は、行政官、有識者等による直近の行政動向、コンプライアンス等に関する
ものを予定しています。研修期間内にコース内に設定された「単元」全てを視聴するこ

とで修了となります（昨年度は、全単元で２時間弱でした）。 
 
受講料（１人あたり、税込） 
 

受講料 ２，７５０円 

 
  

３. コンプライアンス研修の実施概要 

コンプライアンス研修の具体的な内容等については、２０２６年９月にＪＣＡ資格ＮＥＴに
掲載予定です。併せて、申込責任者の皆様にメールにて掲載された旨ご案内いたします。 
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受講対象者 
 
細則第３条に定める社内教育体制の整備（講師資格者の設置）が図られている会員におい

て、包括信用購入あっせん業務、個別信用購入あっせん業務又はクレジットカード番号等取扱
契約締結業務に従事する職員 
 
 

開催方法・時期等 
 

２０２６年度の一般研修はＥラーニング方式で実施します。 
開催時期については、２０２６年７月～２０２７年３月を予定しています。なお、講師資格

者のいない会員は、細則第１２条第３項の規定に基づき、Ｅラーニング方式での受講ができま
せん。 
 
具体的な申込方法は、３１Ｐ「１０. 各研修の申込手続き等について」の「一般研修（協会

主催研修：Ｅラーニング方式）」をご確認ください。 
 
また、講師派遣制度に基づくリモート及び集合方式での協会主催研修の実施も可能です。別

途お問い合わせください。 
 
 
研修の区分 
 

基本的には研修対象会員の登録区分に応じて対応する研修を受講することとなりますが、 
Ｅラーニング方式においては、受講者毎に研修の区分を指定することが可能です。 

 

登録区分 研修の区分 

包括信用購入あっせん業者 包括研修 

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 
アクワイアラ研修 
（以下ＡＣＱ研修という） 

個別信用購入あっせん業者 個別研修 

包括信用購入あっせん業者 
かつクレジットカード番号等取扱契約締結事業者 

カード総合研修 
（包括研修・ＡＣＱ研修） 

包括信用購入あっせん業者 

かつクレジットカード番号等取扱契約締結事業者 
かつ個別信用購入あっせん業者 

合同①研修 
（包括研修・ＡＣＱ研修・個別研修） 

包括信用購入あっせん業者 
かつ個別信用購入あっせん業者 

合同②研修 
（包括研修・個別研修） 

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 
かつ個別信用購入あっせん業者 

合同③研修 
（ＡＣＱ研修・個別研修） 

 

  

４. 一般研修（協会主催研修）の実施概要 
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研修内容・修了要件 
 

研修内容は、割賦販売法及び自主ルールの基礎的な内容となります。受講開始後 
９０日以内（受講開始日含む）に各研修コース内に設定された「単元」ごとの「章末テスト」

に全問正答することで修了となります。 
当該期間内に修了しない場合は再受講となり、再度受講料がかかります。 
 
※受講を開始した日によっては、開講期間との兼ね合いで９０日間より少ない受講可能期間 
 となる可能性もございます。 

 
 
受講料（１人あたり、税込） 
 

Ｅラーニング受講料 １，６５０円 

 
 

テキスト 
 
（１）Ｅラーニングの受講にあたっては、研修の区分ごとに、協会が作成した「割賦販売法・自

主ルール研修テキスト」を参照しながら学習してください。  

 
（２）テキストについては、「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」の申込責任者管理画面内からデータをＤＬで

きます。また、Ｅラーニング受講画面上でもＤＬ可能です。 
※製本されたテキストをご希望の場合は、別途購入のお申込みが必要となります。 
４２Ｐ「割賦販売法・自主ルール研修テキストの申込みについて」をご確認ください。 

 

  

テキストの種類 使用する研修の区分 
割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞ 

包括信用購入あっせん業務編 
包括研修、カード総合研修、合同①研修、 
合同②研修 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞  

クレジットカード番号等取扱契約締結業務編 
ＡＣＱ研修、合同③研修 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞ 

個別信用購入あっせん業務編 

個別研修、合同①研修、合同②研修、 
合同③研修 
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研修対象会員は、以下の要件を満たすことで会員主催研修を実施することができ、受講対象職

員が所属する会員の会員主催研修を受講し修了した場合、一般研修を修了したものとみなしま
す。 
 

講師資格者がいる場合 
 

会員主催研修の要件 

（１）研修内容を正確かつ確実に伝えることができる以下のいずれかの方法によること。 
 

① 受講者を集合させた会場等で講師が対面する方法により直接教授すること。 
   

② 双方向性のある会議システム等（Ｚｏｏｍ等）を活用して講師の講義場所と受講者の受 
講場所が隔地間で行われるものであって、以下のすべての要件に該当するとき。 
・講義場所と受講場所間において、即時かつ双方向での動画映像による通話ができること。 
・通信回線等は常時接続とし、受講者の受講状況を講師が確認できるものであること。 

 
③ 双方向性のない会議システム等（Ｅラーニングシステム等）を活用して隔地間において 
  講義を行う場合であって、以下のすべての要件に該当するとき。 

    ・講義内容を提供する場所（以下「本部」という。）と受講場所を通信回線等で結び、本 
部及び受講場所にそれぞれ設置した機器によって、本部から受講場所へ講義内容が提 
供できること。この場合、ビデオ等により講義を行うことも認めるものとするが、当 
該ビデオ等は１５Ｐに定める基準に基づくものであること。 

    ・受講者は会員の指示（指定された時間帯を含む。）のもと、上記の機器が設置された受 
講場所にて、受講するものであること。 

・細則第３条に定める講師資格者の設置を行い、社内教育体制の整備が図られているこ 
と。 

 
（２）協会が作成した「割賦販売法・自主ルール研修テキスト」を使用するとともに、協会が作

成した問題により理解度測定を行うこと。ただし、以下に定める方法により会員が作成す
る研修資料及び理解度測定問題を使用することを認める。 

     
・会員が会員主催研修を行う場合は、協会作成のテキストを使用することを基本とし、 
会員特有の業務内容に関する事項については、会員が当該事項に関する内容の教材を 
作成し研修を行うことができるものとする。 

     
・会員は、協会が提示する理解度測定問題一覧から、協会が定める基準に基づき、３０ 
問を選択のうえ理解度測定問題を作成できるものとする。ただし、会員が特有の業務 
に応じた問題を作成して追加する場合には、５問まで追加することができる。この場 
合、追加問題数を含めた全問題数の７割以上の正解をもって修了とする。 

   ※会員が作成する研修資料等（資料内容や概要、会員作成の理解度測定問題）については、 
可能な範囲で本会に提出することとする。 

 
（３）協会主催の一般研修と同等の研修内容等であること。 

５. 一般研修（会員主催研修）の実施概要 
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講師資格に応じ講師を務めることができる研修 

講師資格の種類 
講師を務めることができる研修 

（すべて一般研修のみ） 

包括研修講師資格 包括研修 

ＡＣＱ研修講師資格 ＡＣＱ研修 

個別研修講師資格 個別研修 

包括研修講師資格及びＡＣＱ研修講師資格 包括研修、ＡＣＱ研修、カード総合研修 

包括研修講師資格、ＡＣＱ研修講師資格、
及び個別研修講師資格 

包括研修、ＡＣＱ研修、個別研修、カード
総合研修、合同①研修、合同②研修、合同
③研修 

包括研修講師資格及び個別研修講師資格 包括研修、個別研修、合同②研修 
ＡＣＱ研修講師資格及び個別研修講師資格 ＡＣＱ研修、個別研修、合同③研修 
※ 講師資格者は、原則、自社の研修以外で講師を務めることはできません。 

※ 弁護士は、すべての一般研修の講師を務めることができます（４５Ｐに定める様式の届出書をご提出いただきます）。 

※ 講師資格は、講師資格認定の日から３年を経過した日が属する年度の末日まで有効です。 

また、有効期間満了の日までに講師更新研修を修了しなければ、講師資格は失効します。 

  ※ 講師資格者は、氏名又は会社名に変更が生じた場合には、遅滞なく協会に届け出てください（４６Ｐに定める様式の届出書

をご提出いただきます）。 

 

会員主催研修（一般研修）の方法等 

１．テキスト等 

①指定の各研修テキストを使用すること（データでの使用も可）を原則と 
します（当該年度以外のテキスト、動画教材等は使用できません）。 

②上記①に併せて、会員において特有の業務内容に関する事項がある場合
は、会員が当該事項に関する内容の教材資料を作成し、研修を行うこと

もできます。 

２．研修時間 

①下記の研修時間（理解度測定含む）を確保してください。 
包括研修     ：２時間３０分以上 
ＡＣＱ研修    ：２時間３０分以上 
個別研修     ：３時間以上 
カード総合研修  ：３時間以上 
合同①研修    ：４時間３０分以上 
合同②研修    ：４時間以上 
合同③研修    ：４時間以上 

②所定の研修時間を満たす場合は、分割して実施することもできます。 
③なお、更新受講者（２巡目以降の受講者）については、会員が実施する
にあたり、自主ルール研修の目的達成に支障がないと判断した場合に下

記の研修時間（理解度測定含む）で実施することもできます。 
包括研修     ：２時間以上 
ＡＣＱ研修    ：２時間以上 
個別研修     ：２時間以上 
カード総合研修  ：２時間以上 
合同①研修    ：３時間以上 
合同②研修    ：２時間３０分以上 
合同③研修    ：２時間３０分以上 
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３．理解度測定
の実施方法 

①研修の最後に３０分間の理解度測定を実施します。 

②テキスト等を持込み、参照することもできます（会員の判断によりテキ
スト等を参照しないで理解度測定を実施することも可とします）。 
ただし、上記２．③の研修における理解度測定については、教材等の持
込不可となります。 

③採点は会員で行っていただくようお願いします。 

４．理解度測定
問題 

以下のいずれかの問題を使用することができます。 
①協会が提供する会員主催研修用の理解度測定問題(３０問)を使用。 
②協会が提供する理解度測定問題一覧から、協会が定める基準に基づき、 
３０問を選択のうえ作成し使用。 

③上記②に、会員が特有の業務に応じた問題を作成し追加して使用（この
場合は、５問（問題数合計３５問）まで追加ができます）。 

※①、②の協会作成問題又は問題一覧の提供を希望される場合は、ＪＣＡ資格Ｎ

ＥＴからＤＬしてください。 

５．修了要件 

所定の研修時間を確保した研修を受講し、かつ、理解度測定問題（追加
問題数を含む）の７割以上の得点者が修了者となります。 
※理解度測定で７割未満の得点者については、受講した同年度内に限り再度理解 

度測定のみを行うことができ、修了要件を満たした場合は修了とみなします。 

６．研修区分 
特例 

複数の業務を登録している会員は、当該職員の担当業務が登録区分の業
務のいずれかの業務のみに従事していることが、客観的に説明できる場合
には、当該従事している業務の研修区分のみの受講ができます。 

 
講師資格者がいない場合（講師資格者を増員する場合を含む） 
 

（１） 講師資格者がいない場合は、会員主催の自主ルール研修はできません。会員主催研修を 
   実施したい場合は、協会主催の講師育成研修を受講して、講師資格者を設置してください。 
 
（２） 講師育成研修の理解度測定において９割以上を得点すると、講師として認定されます。 
 
 

〔講師育成研修の区分と認定される講師資格〕 

講師育成研修の区分 認定される講師資格 

包括講師育成研修 包括研修講師資格 

ＡＣＱ講師育成研修 ＡＣＱ研修講師資格 

個別講師育成研修 個別研修講師資格 

カード総合講師育成研修 
包括研修講師資格 

ＡＣＱ研修講師資格 

合同①講師育成研修 
包括研修講師資格 
ＡＣＱ研修講師資格 
個別研修講師資格 

合同②講師育成研修 
包括研修講師資格 
個別研修講師資格 

合同③講師育成研修 
ＡＣＱ研修講師資格 
個別研修講師資格 

※ クレカウンセラー認定者は包括,ＡＣＱ,個別研修講師資格が認定されます（認定後３年毎の更新が必要です）。 

※ 弁護士は全ての一般研修の講師を務めることができます（４５Ｐの届出書をご提出いただきます）。 
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双方向性のない会議システム等を活用した研修（会員主催研修） 
 

会員主催研修については、研修内容を正確かつ確実に伝えることができる方法により行うこ
とが実施要件となりますが、１２Ｐ(１)③で定める要件を満たすことで、双方向性のない会議
システム等を活用した会員主催研修を実施することができます。実施にあたりビデオ等を使用
するときは以下に定める基準に基づくものとし、講師資格認定者（クレカウンセラー含む）又
は弁護士が作成し、協会への届出が必要になります。（４８Ｐの届出書をご提出いただきます）。 

 
【ビデオ等の作成に係る基準】 
１．教材に盛り込む最低限必要な事項に関する基準 
（１）研修の位置づけ、目的、必要性が盛り込まれていること。 
（２）教材の全体構成が適切であること。 

① 協会作成のテキスト内容をベースに作成されていること。 

② 自分で学習できるようにテキストの該当ページが盛り込まれていること。 
③ ４．の研修時間を確保することを前提に、自社特有の業務に関連する事項を盛り込む

ことも可とする。 
（３）その他留意事項 

① できる限り社内規則や帳票類を用いること。 
② できる限り理解しやすく平易な表現を用いること。 

２．教え方等に関する基準 
教材の使い方や教え方が適正であること。 

３．機器の機能等に関する基準 
（１）講師等の音声等によって説明がされていること。 
（２）早送りやスキップできる機能がないこと（その機能を使用しないよう監督者が受講状況を 

確認している場合を含む）。 
４．研修時間に関する基準 

ビデオ等のみで研修を行う場合は以下のとおりとする。 
イ 包括研修  ２時間以上 
ロ ＡＣＱ研修 ２時間以上 
ハ 個別研修  ２時間３０分以上 
ニ カード総合研修（包括研修・ＡＣＱ研修） ２時間３０分以上 
ホ 合同①研修（包括研修・ＡＣＱ研修・個別研修） ４時間以上 
ヘ 合同②研修（包括研修・個別研修）３時間３０分以上 
ト 合同③研修（ＡＣＱ研修・個別研修）３時間３０分以上 

（いずれの場合も理解度測定の時間（３０分）を含まない。） 
ただし、２巡目以降の受講対象者については、以下とすることができる。 
イ 包括研修  １時間３０分以上 
ロ ＡＣＱ研修 １時間３０分以上 

ハ 個別研修  １時間３０分以上 
ニ カード総合研修（包括研修・ＡＣＱ研修）１時間３０分以上 
ホ 合同①研修（包括研修・ＡＣＱ研修・個別研修）２時間３０分以上 
ヘ 合同②研修（包括研修・個別研修）  ２時間以上 
ト 合同③研修（ＡＣＱ研修・個別研修） ２時間以上 

（いずれの場合も理解度測定の時間（３０分）を含まない。） 
５．講師資格者が関与する基準 

講師資格者（クレカウンセラー含む）又は弁護士が教材の作成に関与した旨の届出を提出す 
ること。 



16 

 

【ビデオ等の使用に係る届出の流れ】 

（１）＜会員＞協会への事前相談（教材を作成する前に、協会に必ず相談をしてください）。 
（２）＜協会＞相談内容に応じて、研修の要件や教材の基準、手続き等についてアドバイス。 
（３）＜会員＞協会への事前確認依頼。事前相談の内容を踏まえ、教材の原案の作成及び教材の

運用案等（研修方法や教材の使用方法等）を作成。作成後、協会に確認依頼等。 
（４）＜協会＞教材の原案の内容確認及び運用案の確認。内容等が不十分な場合は修正を依頼。 
（５）＜会員＞修正依頼項目・内容の修正。修正内容を協会に再確認依頼。 
（６）＜協会＞教材の原案の内容及び運用案が基準を充足している又は概ね基準を充足している

場合は、内容等の一部修正依頼と４８Ｐの届出書の提出を依頼。 
（７）＜会員＞届出書に、事前に確認をした内容に基づいて必要事項を記入し、教材の原案の最

終版を添付して提出。 
（８）＜会員＞教材の作成開始。教材完成後、研修開始。 
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○ 「研修対象会員」は社内教育体制の整備の観点から、割賦販売法及び自主ルールを遵守した適

正な業務を行うため、講師資格者を置くことが求められています。 
○ 講師資格者は、細則第３条に定める社内体制の整備に資するよう、次の役割を担うものとしま

す(細則第１７条)。 
(1) 会員主催研修の該当する種類の研修講師を務めること。 
(2) 一般研修を受講する受講対象職員に対し、質問等への回答及び助言を行うこと。 
(3) 割賦販売法及び自主ルールに関し社内において実務と関連付けた観点から日常的に助言を 

行うこと。 
 

 
受講対象者 
 
研修対象会員の役職員のうち、講師育成研修を受講しようとするときから原則前３年度以内

に、取得しようとする講師資格と同一区分の一般研修を修了した役職員であって、講師になろ
うとする者。 
 
 

開催方法・時期等 
 

２０２６年度の講師育成研修は動画配信方式で実施します。 
  開催時期については、２０２６年９月～２０２７年３月を予定しています。 
 

申込みは「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」（新システム）からとなります。 
受講申込後、受講者はいつでも受講を開始することができます。 

 
受講途中に中断もできます（理解度測定を除く）。受講を開始されましたら受講開始日を含

む９０日間のうちに受講を終えていただくようお願いいたします。 
 
※動画の視聴時間は、理解度測定も含め２時間程度です。 
※受講を開始した日によっては、開講期間との兼ね合いで９０日間より少ない受講可能期間 
 となる可能性もございます。 
 
具体的な申込方法は、３１Ｐ「１０. 各研修の申込手続き等について」の「講師育成研修」 

 をご確認ください。 

 
また、講師派遣制度に基づくリモート及び集合方式での講師育成研修の実施も可能です。別 

途お問い合わせください。 

  

６. 講師育成研修の実施概要 



18 

 

研修の区分  
 

〔講師育成研修の区分と認定される講師資格〕（再掲） 

講師育成研修の区分 認定される講師資格 

包括講師育成研修 包括研修講師資格 

ＡＣＱ講師育成研修 ＡＣＱ研修講師資格 

個別講師育成研修 個別研修講師資格 

カード総合講師育成研修 
包括研修講師資格 
ＡＣＱ研修講師資格 

合同①講師育成研修 
包括研修講師資格 
ＡＣＱ研修講師資格 
個別研修講師資格 

合同②講師育成研修 
包括研修講師資格 

個別研修講師資格 

合同③講師育成研修 
ＡＣＱ研修講師資格 
個別研修講師資格 

※合同②講師育成研修、合同③講師育成研修については動画配信いたしません。 

講師派遣制度にて承ります。申込方法等は２２Ｐ「８ 講師派遣制度」をご参照ください。 

 
 
研修内容・修了要件 
 

研修内容は、講師として認識しておくべき事項、割賦販売法及び自主ルールの重点 
事項等、行政処分や法令等遵守状況調査の事例等になります。 
所定の動画を最後まで視聴し、協会が作成する理解度測定において９割以上の得点 

した者を講師資格者と認定します。 
 

理解度測定・講師資格認定基準 

１．理解度測定の内容等 

① 出題の範囲 
   原則、各研修テキストから出題します。 
② 出題形式 

正誤問題のＷＥＢ解答方式とします。 

２．理解度測定の実施方法 
①研修の最後に１５分間の理解度測定（１０問）を実施します。 
②テキスト等を参照しながら解答することができます。 
③ＷＥＢで解答が終わると、結果が画面上に即時表示されます。 

３．講師資格認定基準 

①講師育成研修において所定の動画を最後まで視聴し、かつ理
解度測定で９割以上の得点者を講師資格者と認定します。 

②理解度測定で７割以上の得点者は一般研修の修了者とみなし
ますので、改めて一般研修を受講する必要はありません。 
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受講料（１人あたり、税込） 

 

講師育成研修受講料 ５，５００円 

 
 
テキスト 
 
（１）受講にあたっては、研修の区分ごとに、協会が作成した「割賦販売法・自主ルール研修テ 

キスト」を参照しながら学習してください。  

 
（２）テキストについては、いずれも受講画面上でＤＬ可能です。 
   ※製本されたテキストをご希望の場合は、別途購入のお申し込みが必要となります。 
    ４２Ｐ「割賦販売法・自主ルール研修テキストの申込みについて」をご確認ください。 
 
 

 
 

  

テキストの種類 使用する講師育成研修の区分 
割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞ 

包括信用購入あっせん業務編 
包括講師育成研修、カード総合講師育成研修、
合同①講師育成研修、合同②講師育成研修 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞  

クレジットカード番号等取扱契約締結業務編 
ＡＣＱ講師育成研修、合同③講師育成研修 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞  

個別信用購入あっせん業務編 

個別講師育成研修、合同①講師育成研修、 
合同②講師育成研修、合同③講師育成研修 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞  

講師研修テキスト 
すべての区分 
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受講対象者 
 
講師資格認定者で講師資格を更新しようとする者。 

 
 
開催方法・時期等 
 

２０２６年度の講師更新研修は動画配信方式でのみ実施します。 
開催時期については、２０２６年９月～２０２７年３月を予定しています。 

 
申込みは「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」（新システム）からとなります。 
受講申込後、受講者はいつでも受講を開始することができます。 

 
受講途中に中断もできます。受講を開始されましたら受講開始日を含む９０日間のうちに受 

講を終えていただくようお願いいたします。 
 
※動画の視聴時間は、課題ワークも含め２時間程度です。 
※受講を開始した日によっては、開講期間との兼ね合いで９０日間より少ない受講可能期間 
 となる可能性もございます。 
 
具体的な申込方法は、３１Ｐ「１０. 各研修の申込手続き等について」の「講師更新研修」 

 をご確認ください。 

 
また、講師派遣制度に基づくリモート及び集合方式での講師更新研修の実施も可能です。別 

途お問い合わせください。 
 
 
研修の区分 
 

〔講師更新研修の区分と更新される講師資格〕 

講師更新研修の区分 更新される講師資格 

ＡＣＱ講師育成研修 ＡＣＱ研修講師資格 

個別講師更新研修 個別研修講師資格 

カード総合講師更新研修 
包括研修講師資格 

ＡＣＱ研修講師資格 

合同講師更新研修 
包括研修講師資格 
ＡＣＱ研修講師資格 
個別研修講師資格 

※包括講師更新研修を希望する方は、カード総合講師更新研修を受講してください。 

 
 
  

７. 講師更新研修の実施概要 
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研修内容・修了要件 
 

研修内容は、クレジット業界における最新動向（行政処分や法令等遵守状況調査の事
例含む）、割賦販売法及び自主ルールに関する実務的課題等になります。 
課題ワーク（苦情処理業務における問題点・対応の考え方等）として、受講者自身で考え方

をまとめ、適切な対応への気づきや再確認を行う研修とします。 
課題ワークの提出も含め所定の研修時間受講した者を修了者とし、理解度測定は行いま

せん。講師資格有効期間については、研修修了後に即時延長されます。 
 
 
講師更新研修後の講師資格の有効期間 
 

講師更新研修の修了日から３年を経過した日が属する年度の末日まで。 

２０２６年度の講師更新研修を受講修了した場合、２０３０年３月３１日（２０２９年度の
末日）までが講師資格の有効期間となります。 
※ 講師資格有効期間内に、講師更新研修を受講・修了しなかった場合は、やむを得ない理由がある場合を

除き、講師資格の更新はできず、講師資格有効期間の満了日をもって講師資格が失効となります。 

※ 講師資格認定者の更新研修受講時期について、協会からリマインド等は行っておりませんので、申込責

任者にて管理をお願いいたします。 

 

 

受講料（１人あたり、税込） 
 

講師更新研修受講料 ５，５００円 

 
 
テキスト 
 

（１）受講にあたっては、研修の区分ごとに、協会が作成した「割賦販売法・自主ルール研修テ 
キスト」を参照しながら学習してください。  

 
（２）テキストについては、いずれも受講画面上でＤＬ可能です。 
   ※製本されたテキストをご希望の場合は、別途購入のお申込みが必要となります。 
    ４２Ｐ「割賦販売法・自主ルール研修テキストの申込みについて」をご確認ください。 

  

テキストの種類 使用する講師更新研修の区分 
割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞ 

包括信用購入あっせん業務編 
カード総合講師更新研修、合同講師更新研修 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞  

クレジットカード番号等取扱契約締結業務編 
ＡＣＱ講師更新研修 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞  

個別信用購入あっせん業務編 
個別講師更新研修、合同講師更新研修 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞  

講師研修テキスト  
すべての区分 
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研修の位置づけ  
 
（１）講師派遣による研修は、会員企業内で行う研修であっても、「協会主催研修」の一般研修

又は講師育成研修、講師更新研修として実施します。 
（２）研修の種類、テキスト、カリキュラム、理解度測定の実施方法と採点、修了基準等は、原

則として協会主催研修と同様となります。 
 
実施する研修の種類  
 

①一般研修、②講師育成研修、③講師更新研修の３種類です。 

 
実施日程・会場等  
 

７月～３月中旬頃までの間で実施可能です。ご希望の日時をできる限り優先しますが、日程
によっては講師を派遣できないこともありますので、あらかじめご了承ください。 
会場は会員企業側で手配してください（費用が発生する場合はご負担ください）。リモート

方式や集合方式等、開催方式は柔軟に対応可能です。 
研修時間については、協会主催研修と同等の時間を確保してください。 

 
受講料等  
 

各研修の一人当たりの費用に受講者数を乗じた額をご請求いたします。講師派遣料は無料
ですが、出張を伴う場合には原則実費（交通費・宿泊費）をご請求いたします。   

研修の種類 研修の区分 派遣料 一人当たりの費用 

一般研修 

包括研修 
ＡＣＱ研修 
個別研修 
カード総合研修 
合同①研修 
合同②研修 
合同③研修 

出張を伴う場合には 

原則実費 

３，８５０円(税込) 

講師育成研修 

包括講師育成研修 
ＡＣＱ講師育成研修 
個別講師育成研修 

カード総合講師育成研修 

６，６００円(税込) 

合同①講師育成研修 
合同②講師育成研修 
合同③講師育成研修 

講師更新研修 

ＡＣＱ講師更新研修 
個別講師更新研修 
カード総合講師更新研修 
合同講師更新研修 

 

８. 講師派遣制度 
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テキスト 
 
（１）受講にあたっては、研修の種類、区分ごとに、協会が作成した「割賦販売法・自主ルール 

研修テキスト」を参照しながら学習してください。  
（２）テキストについては、「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」（新システム）の申込責任者管理画面内からデ

ータをＤＬできますので、必要に応じ各受講者にご連携ください。 
   ※製本されたテキストをご希望の場合は、別途購入のお申込みが必要となります。 
    ４２Ｐ「割賦販売法・自主ルール研修テキストの申込みについて」をご確認ください。 
（３）講師研修（講師育成研修、講師更新研修）で必要となる「講師研修テキスト」について 

は、申込責任者宛に協会から個別にデータをお送りいたしますので、受講者の方へ展開い 
ただくようお願いいたします。 
 
講師派遣制度を利用し、リモート方式ではなく「集合方式（対面）」で研修を行う場合、 

当該研修の受講に必要となるテキストについては、研修の実施に先立って、受講者人数分 
製本されたものを無料でお送りいたします。 

 
 
実施条件等  
 

同一地域内で複数社共同による開催も可能です（会員企業であるグループ企業の共同開催や
地域の複数の会員の共同開催等）。その場合の調整（派遣料の負担割合等）は、会員企業にお
いて行ってください。 

申込期限は、原則開催日の１ヶ月前といたします。申込みの際はご留意ください。 
 

なお、講師派遣制度を利用して講師育成研修、講師更新研修を受講される場合、講師資格の
付与・更新のため、事前にＪＣＡ資格ＮＥＴ（新システム）上で受講者アカウント登録が必要

です。詳しくは２４Ｐ「９.ＪＣＡ資格ＮＥＴの各種登録について」の受講者登録をご確認く
ださい。 
 

 
申込方法 
 

① ４１ＰまたはＪＣＡ資格ＮＥＴ内にある申込書に必要事項を記入し、当協会宛にメール
又はＦＡＸ、郵送等で送付してください。 
 ※開催１回につき申込書が１枚必要です。２回ご希望の場合は２枚ご送付ください。 
 

② 当協会にて開催日時の検討をし、開催日時が決まり次第、本申込書の事務局使用欄に決 
定日時等を記入しメールにて通知します（本申込書が到着後、約１週間以内に通知します）。 

 同時に当該研修の受講者を入力いただくためのフォーマットをお送りしますので、ご記 
入の上、当協会指定の期日までにメール又は郵送等にて提出してください。 
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  本年度より、割賦販売法・自主ルールにかかる協会主催研修（コンプライアンス研修、一般
研修、講師育成研修、講師更新研修）は、全て同一の新システム（ＪＣＡ資格ＮＥＴ） 

【ＵＲＬ：https://j-credit.s-lms.net/】にて申込みや管理等が行えるようになります（講師派
遣制度を除く）。 

 
  当該新システムを使用するためには、まず「申込責任者」の登録が必要となります。また、
研修を受講するためには、研修の受講に先立って「受講者アカウントの登録」も必要となりま
す。 
※昨年度ＥラーニングシステムにおいてＥラン申込責任者登録をされている方は、重ねて申 

込責任者登録をしていただく必要はございません。同様に昨年度一般研修又はコンプライア 
ンス研修の受講にあたって受講者アカウントの登録をされている場合は、重ねて受講者アカ 
ウントを登録していただく必要はございません。 

 
  ここではまず「申込責任者登録」と「受講者アカウントの登録」について触れ、その後各研
修の申込方法等についてご案内いたします。 

 

申込責任者登録 

受講申込みを行うためには、あらかじめ申込責任者の登録が必要です。会員１社につき、申
込責任者は１名となります。 

 

申込責任者登録手順 ※システム製作中のため、画像は変更となる可能性がございます。 

〔協会ホームページ(一般サイト)〕            〔ＪＣＡ資格ＮＥＴ〕 

 

 

 

 
 
 

 
〔協会ホームページ(会員専用サイト)〕 

 
 〔ＴＯＰ画面下部〕 
 
 
 
 
 
 

９. ＪＣＡ資格ＮＥＴの各種登録について 
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①「申込責任者新規登録」をクリック(https://j-credit.s-lms.net/preusers/regist/)。 

 

② 新規登録フォーム（仮登録）に必要事項を入力。利用規約にご同意いただき、「送信す
る」をクリック。 

 

 
 
 
 
 
 

 
③ メールが送信されるため、本文に記載されたＵＲＬをクリック。 

（送信元アドレス:kenshu@jcredit.jp） 

④ 登録完了の表示とともに、登録完了メールが送信されます。 

 
 
 
 

⑤ メール記載のＵＲＬからＩＤ・初期パスワードを用いてログイン。 

⑥ 初回ログイン時には、「パスワード設定及び情報入力」画面が表示されるため、必要事項

をご入力ください。※ご登録いただいたご住所が今後の請求書送付先となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
受講者登録 
 

個別登録と一括登録がございます。 
「受講者登録時の注意事項」をご確認の上、次ページの手順に従ってご登録ください。 

 
  ※協会での代行登録は行っておりませんが、セキュリティ上の理由等でどうしても登録でき

ない場合等はご相談ください。 
 

 

https://j-credit.s-lms.net/preusers/regist/
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受講者登録時の注意事項 

（１）ＩＤ附番ルール 

受講者を登録するにあたっては、受講者毎にＩＤの登録が必要となります。ＩＤは「半
角英数字４文字以上」であれば自由に設定可能です。 
ただし、既に他の受講者で使用されているＩＤの場合、「このユーザＩＤはすでに使用
されています。」とエラーメッセージが出ますので、別のＩＤで登録してください。 

 
    ※同一会員において、英大文字と英小文字は区別されず同一ＩＤと認識されるため、受

講者登録の際にはご注意ください。 
例）自社で既に「ａｂｃｄ」というＩＤの受講者がいる状態で、新たに「ＡＢＣＤ」

というＩＤの別の受講者を登録しようとすると、同じＩＤと認識され、アカウン

トが上書き登録（ユーザＩＤ「ａｂｃｄ」の受講履歴等を含む情報が削除）され
てしまいます。 

（２）パスワード 

パスワードは自動生成されません。 
アカウント登録時に申込責任者が任意のパスワード（初期パスワード）を設定してくだ
さい。 
受講者は初期パスワードで初回ログイン後、任意のパスワードに変更していただく必要
があります。 

    ※どちらのパスワードも「半角英数字６文字以上」であれば自由に設定可能です。 

（３）受講者へのＩＤ／パスワード通知 

受講者登録時に、お知らせメールを受講者へ送信する機能がございます。 

※本機能は受講者登録時のみのものですので、受講者登録を完了した後に本機能を使っ
てメールを送ることはできません。受講者登録後に受講者に対して何らかの通知をさ
れたい場合は、ＪＣＡ資格ＮＥＴの申込責任者画面から別途メール送信していただく

か、社内メール等でご通知ください。 
    ※申込責任者画面からメールを送信する機能等、新システムの操作方法については別途

ご案内予定です。 
 

受講者登録の手順   ※システム製作中のため、画像は変更となる可能性がございます。 

【個別登録】 

① 「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」トップ画面から申込責任者としてのＩＤ、パスワードでログイン。 

(https://j-credit.s-lms.net/) 

② ログイン後、「アカウント」から「アカウント個別登録」をクリック。 
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③ 赤枠の必要事項を入力し、確認画面へ進む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 『「登録のお知らせ」メールを送る』にチェックを入れると、ユーザＩＤとパスワードがシステムより自動通

知されます。チェックを入れないと、受講者には何も送信されません。必要に応じ、受講者へユーザＩＤと

初期パスワードをご連携ください。 

 

※ 送信される文面には以下の内容が固定で入りますが、タイトルを変えたり、冒頭にメッセージを入れたりす

ることが可能です。この受講者アカウント登録のタイミングで、「いつまでに受講してください」など、受講

者へ案内したい内容がある場合には、追記してください。 

 

【固定】受講者名、ログインＵＲＬ、ユーザＩＤ、初期パスワード、署名欄 

 

【変更可】タイトル、メッセージ 

デフォルトのタイトル：アカウントを登録しました 

デフォルトのメッセージ：システムに登録して、必要な受講をお願いいたします。 

 

【デフォルトを使用した場合の送信メール】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
④ 内容を確認し、「登録する」をクリックして登録を完了させる。 

空欄を選んでください 

（今年度からは「種別」という概念が無くなります） 
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【一括登録】 

① 「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」トップ画面から申込責任者としてのＩＤ、パスワードでログイン。
(https://j-credit.s-lms.net/) 

② ログイン後、「アカウント」から「アカウント一括登録」をクリック。 
 
 
 
 
 
 
 

 
③ 一括登録用テンプレートダウンロードをクリック 
 
 
 
 

 
④ ダウンロードしたテンプレートに必要事項を入力し、ファイルをアップロードする。 

 

  

 

  

列 入力項目 入力の留意点 

Ａ 権限 必須 0を入力(半角ゼロ) 

Ｂ ユーザＩＤ 必須 半角英数字４文字以上 

Ｃ ふりがな 任意  

Ⅾ 氏名 必須  

Ｅ メールアドレス 必須  

Ｆ パスワード 必須 半角英数字６文字以上 

Ｇ 所属名 必須 
会員名を入力 
※申込責任者アカウントの所属名に記載されている会員名 

Ｈ 種別名 必須 空欄 

Ｉ 備考 任意 ※検索時に利用可能(全角1000文字以内) 

Ｊ 終端記号 必須 #を入力(半角) 
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⑤ 内容を確認し、「登録する」をクリックして登録を完了させる。 
 

受講者の方に行っていただくこと 

（１）通知または申込責任者より連携されたユーザＩＤ・初期パスワードを用いて、ログインを
してください。(https://j-credit.s-lms.net/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）ログイン後、「パスワード設定及び情報入力」が表示されますので、新しいパスワードを

設定してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（３）受講コースを選択し、「このコースを受講」をクリックします。 

※この時点から受講開始となり、受講期間内（原則９０日以内）での修了が求められます
ので、ご注意ください。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

※申込責任者の方におかれましては、上記手順を受講者の方にご周知いただきますよう
お願いいたします。 

 

 

※『「登録のお知らせ」メールを送る』にチ

ェックを入れると、ユーザＩＤとパスワ

ードがシステムより自動通知されます 

（２６Ｐ参照）。 

https://j-credit.s-lms.net/
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受講者の管理 

 
申込責任者の方は受講者の進捗を確認することができます。 

受講履歴の取得方法は２つあります。 
・ＷＥＢ画面上で表示 
・ＣＳＶ形式にて一覧でダウンロード 

 
ＷＥＢ画面上での確認方法 

ログイン後に表示される、「コース画面」より確認したいコースを選択。 
 

 
 

 

ＣＳＶ形式でのダウンロード方法 

ログイン後に表示される、「コース画面」より確認したいコースを選択。 
「受講履歴ＣＳＶ」から「履歴一覧」を選択すると、ダウンロードされます。 
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一般研修（協会主催研修：Ｅラーニング方式） 
 
○申込みは、「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」（新システム）からとなります。 
  ＵＲＬ: https://j-credit.s-lms.net/ 

  ※新システムの稼働は７月からを予定しております。 
 
○講師資格者のいない会員は、細則第１２条第３項の規定に基づき、Ｅラーニング方式での受
講ができません。講師派遣制度に基づくリモート及び集合方式での協会主催研修にて実施い
たしますので、別途お問い合わせください。 

 

申込開始日/開講日  

２０２６年度の受講申込開始及び開講日は７月１日（水）を予定しております。 

受講可能期間 

受講を開始されてから９０日間です。ただし、２０２７年３月１２日（金）２３：５９を過
ぎますと、年度内に受講修了することが出来なくなりますので、ご注意ください。 

 
  ※受講を開始した日によっては、開講期間との兼ね合いで９０日間より少ない受講可能期間   

となる可能性もございます。 
 

申込方法（今年度から変更になっています） 

  昨年度は受講者アカウント登録時に「一般」もしくは「一般・コンプライアンス」という

「種別」を登録いただくことで、自動的に当該受講者に各社の事業区分（包括、個別等）に
応じたＥラーニングコンテンツが紐づき、開講日を迎えると受講画面上に当該コンテンツが
表示されるようになっていました。 

 
  今年度からは受講者の「種別」による自動紐付けは行わず、申込責任者画面内で対象受講者

や受講コースの選択といった「申込み」手続きを行えるようにし、直感的に申込み手続きを
進められるようにいたします。 
 
なお、現在システム改修中のため、具体的な申込方法については６月中旬頃を目途に、別途 

ＪＣＡ資格ＮＥＴへの掲出や申込責任者様宛のメール等にて周知させていただきます。 
 
受講料の請求 
 
（１）Ｅラーニングの受講料は１講座１人あたり１，６５０円（税込）です。 
 

※テキストについては「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」の申込責任者管理画面内からデータをＤＬできます。 

また、Ｅラーニング受講画面上でもＤＬ可能です。 

※製本されたテキストをご希望の場合は、別途購入のお申込みが必要となります。 

（４２Ｐ「割賦販売法・自主ルール研修テキストの申込みについて」参照） 

１０. 各研修の申込手続き等について 
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（２）毎月２０日までに開講した分の請求については、翌月上旬に請求書を送付します。 

 
※ ここでいう「開講」とは、受講者が「このコースを受講」を押下したタイミングを指します。 

※ 仮に１０個の講座を受講申込みいただいた場合で、締め日（毎月２０日）までに５講座分しか開

講しなかった場合、翌月のご請求金額は１，６５０×５＝８，２５０円（税込）になります。 

※ ２０２７年２月２１日～閉講日までの開講分については、３月中旬頃の発送を予定しています。 

 

（３）受講者は受講開始後９０日以内（受講開始日含む）に「章末テスト」を含め、受講を修
了する必要があります。当該期間内に修了しない場合は再受講となり、再度受講料がか
かります。 

 

その他 

コンテンツの視聴について  
時間帯によっては、アクセスが集中し一時的にログインがしづらい状態が発生する可能性

があります。その場合は時間をおいて、再度お試しいただくようお願いいたします。 
 
個人情報の取扱いについて  

受講申込にあたって入力等された個人情報は、協会が開催する自主ルール研修に係る受講
者管理、事務連絡、請求事務等に利用させていただきます。 
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講師育成研修 
 
○申込みは、「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」（新システム）からとなります。 
  ＵＲＬ: https://j-credit.s-lms.net/ 

  ※新システムの稼働は７月からを予定しております。 
 
申込開始日/開講日 

２０２６年度の受講申込開始及び開講日は９月１日（火）を予定しております。 

受講可能期間  

受講を開始されてから９０日間です。ただし、２０２７年３月１２日（金）２３：５９を過
ぎますと、年度内に受講修了することが出来なくなりますので、ご注意ください。 

   
※受講を開始した日によっては、開講期間との兼ね合いで９０日間より少ない受講可能期間 

となる可能性もございます。 
 

申込方法（今年度から変更になっています） 

  昨年度は旧ＪＣＡ資格ＮＥＴからお申込みいただいておりましたが、今年度からは旧ＪＣＡ
資格ＮＥＴとＥラーニングシステムを統合した新システム（名称は引き続きＪＣＡ資格ＮＥ
Ｔ）からのお申込みとなります。ＵＲＬ：https://j-credit.s-lms.net/ 
 
なお、現在システム改修中のため、具体的な申込方法については６月中旬頃を目途に、別途 

ＪＣＡ資格ＮＥＴへの掲出や申込責任者様宛のメール等にて周知させていただきます。 
 

 
受講申込にかかる昨年度からの変更点  
 
システム統合に伴い不要となる手続き等について  
・協会からの受講者台帳の送付がなくなります。 
・受講者自身が受講画面上でテキストデータをダウンロードできるため、事前に申込責任者か 
ら受講者へテキストデータをご連携いただく必要がなくなります。 
※製本されたテキストをご希望の場合は、別途ご購入ください。 

 
受講申込締切日の撤廃  
・従来講師育成研修は、受講する月の前々月末を受講申込締切日としておりましたが、これを
撤廃し、開講期間中は受講申込後にいつでも受講いただけるようにいたします。 

  ※講師派遣制度を利用される場合は、原則受講希望日１ヶ月前までが申込締切日となりま
す。 

 
受講可能期間の延長  
・昨年度の講師育成研修の受講可能期間については受講を開始された当日中としており、日を
跨いだ受講は出来ませんでした。 

・本年度からは受講可能期間を延長し、受講を開始されてから９０日間とします。 
  ※１２月以降に受講を開始された場合、開講期間との関係で９０日より短くなる可能性がご  

ざいます。 
※理解度測定には、引き続き制限時間（１５分）がありますのでご注意ください。 
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研修結果の反映タイミングについて  

・従来講師育成研修受講後の資格取得結果の反映については、一定の時間をいただいておりま
したが、今年度より受講後即時画面上に表示されるようにいたします。 

  ※講師派遣制度を利用される場合は、反映まで数営業日かかる予定です。 
 
講師研修用テキストの販売開始  
・従来講師育成研修で使用しておりました「講師テキスト」については販売をしておりません
でしたが、ご要望の声があることから今年度より販売いたします。 
１部１，６５０円（税込） 

※なお、講師テキストデータにつきましては、受講画面上で確認、ＤＬ出来ます。 
 
 
受講料の請求 

 
（１）受講料は１講座１人あたり５，５００円（税込）です。 
 

※テキストについては「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」の申込責任者管理画面内からデータをＤＬできます。 

また、受講画面上でもＤＬ可能です。 

※製本されたテキストをご希望の場合は、別途購入のお申込みが必要となります。 

（４２Ｐ「割賦販売法・自主ルール研修テキストの申込みについて」参照） 

 

（２）毎月２０日までに開講した分の請求については、翌月上旬に請求書を送付します。 
 

※ ここでいう「開講」とは、受講者が「このコースを受講」を押下したタイミングを指します。 

※ 仮に１０個の講座を受講申込みいただいた場合で、締め日（毎月２０日）までに５講座分しか開

講しなかった場合、翌月のご請求金額は５，５００×５＝２７，５００円（税込）になります。 

※ ２０２７年２月２１日～閉講日までの開講分については、３月中旬頃の発送を予定しています。 

 

（３）受講者は受講開始後９０日以内（受講開始日含む）に「理解度テスト」を含め、受講を   
修了する必要があります。当該期間内に修了しない場合は再受講となり、再度受講料が
かかります。 

 

その他 

動画視聴について  
時間帯によっては、アクセスが集中し一時的にログインがしづらい状態が発生する可能性

があります。その場合は時間をおいて、再度お試しいただくようお願いいたします。 
 

個人情報の取扱いについて  
受講申込にあたって入力等された個人情報は、協会が開催する自主ルール研修に係る受講

者管理、事務連絡、請求事務等に利用させていただきます。 
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講師更新研修 
 
○申込みは、「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」（新システム）からとなります。 
  ＵＲＬ: https://j-credit.s-lms.net/ 

  ※新システムの稼働は７月からを予定しております。 
 
申込開始日/開講日 

２０２６年度の受講申込開始及び開講日は９月１日（火）を予定しております。 

受講可能期間  

受講を開始されてから、９０日間です。ただし、２０２７年３月１２日（金）２３：５９を
過ぎますと、年度内に受講修了することが出来なくなりますので、ご注意ください。 

 
※受講を開始した日によっては、開講期間との兼ね合いで９０日間より少ない受講可能期間 

となる可能性もございます。 
 

申込方法（今年度から変更になっています） 

  昨年度は旧ＪＣＡ資格ＮＥＴからお申込みいただいておりましたが、今年度からは旧ＪＣＡ
資格ＮＥＴとＥラーニングシステムを統合した新システム（名称は引き続きＪＣＡ資格ＮＥ
Ｔ）からのお申込みとなります。ＵＲＬ：https://j-credit.s-lms.net/ 
 
なお、現在システム改修中のため、具体的な申込方法については６月中旬頃を目途に、別途 

ＪＣＡ資格ＮＥＴへの掲出や申込責任者様宛のメール等にて周知させていただきます。 
 

 
受講申込にかかる昨年度からの変更点  
 
システム統合に伴い不要となる手続き等について  
 ・協会から受講者台帳やＺｏｏｍ ＵＲＬの事前送付がなくなります。 
 ・受講者自身が受講画面上でテキストデータをダウンロードできるため、事前に申込責任者か

ら受講者へテキストデータをご連携いただく必要がなくなります。 
  ※製本されたテキストをご希望の場合は、別途ご購入ください。 
 ・課題ワーク・アンケートの取りまとめならびに協会への送付がなくなります。 
 
受講申込締切日の撤廃  
・従来講師更新研修は、受講する月の前々月末を受講申込締切日としておりましたが、これを

撤廃し、開講期間中は受講申込後にいつでも受講いただけるようにいたします。 
  ※講師派遣制度を利用される場合は、原則受講希望日１ヶ月前までが申込締切日となりま

す。 
 
研修方法の変更  
・本年度の講師更新研修は、講師育成研修と同様に、すべて動画配信により行います。 

  受講可能期間については、受講を開始されてから９０日間とします。 
  ※１２月以降に受講を開始された場合、開講期間との関係で９０日より短くなる可能性がご

ざいます。 
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研修結果の反映タイミングについて  

・従来講師更新研修受講後の結果の反映については、一定の時間をいただいておりましたが、
今年度より受講後即時反映されるようにいたします。 

  ※講師派遣制度を利用される場合は、反映まで数営業日かかる予定です。 
 
講師研修用テキストの販売開始  
・従来講師更新研修で使用しておりました「講師テキスト」については販売をしておりません
でしたが、ご要望の声があることから今年度より販売いたします。 
１部１，６５０円（税込） 

※なお、講師テキストデータにつきましては、受講画面上で確認、ＤＬ出来ます。 

 

受講料の請求 

 
（１）受講料は１講座１人あたり５，５００円（税込）です。 
 

※テキストについては「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」の申込責任者管理画面内からデータをＤＬできます。 

また、受講画面上でもＤＬ可能です。 

※製本されたテキストをご希望の場合は、別途購入のお申込みが必要となります。 

（４２Ｐ「割賦販売法・自主ルール研修テキストの申込みについて」参照） 

 
（２）毎月２０日までに開講した分の請求については、翌月上旬に請求書を送付します。 
 

※ ここでいう「開講」とは、受講者が「このコースを受講」を押下したタイミングを指します。 

※ 仮に１０個の講座を受講申込みいただいた場合で、締め日（毎月２０日）までに５講座分しか開

講しなかった場合、翌月のご請求金額は５，５００×５＝２７，５００円（税込）になります。 

※ ２０２７年２月２１日～閉講日までの開講分については、３月中旬頃の発送を予定しています。 

 

（３）受講者は受講開始後９０日以内（受講開始日含む）に「課題ワーク」の提出を含め、受
講を修了する必要があります。当該期間内に修了しない場合は再受講となり、再度受講
料がかかります。 

 

その他 

動画視聴について  
時間帯によっては、アクセスが集中し一時的にログインがしづらい状態が発生する可能性

があります。その場合は時間をおいて、再度お試しいただくようお願いいたします。 
 

個人情報の取扱いについて  
受講申込にあたって入力等された個人情報は、協会が開催する自主ルール研修に係る受講

者管理、事務連絡、請求事務等に利用させていただきます。 
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本年度より、行政立入検査や協会による遵守状況調査において指摘の多い分野や、既存の研

修では十分に扱えていなかった実務課題に着目した研修を、自主ルールで定められる研修とは
別の枠組みで、新たに実施いたします。 
 
本年度は、①苦情研修、②ＪＤＭ研修の２種類の研修を実施いたします。これらの研修は、

あくまで細則に定める割賦販売法・自主ルール研修の枠組みとは別という整理であり、受講す
ることによって一般研修の受講に代えることや、講師資格を取得・更新することにはなりませ
ん。 

 

  各研修の詳細につきましては、以下のとおりです。 
 
 
 

苦情研修   
 

受講対象者 

社内における苦情対応担当者、加盟店管理担当者、コンプライアンス部門や内部管理部門の
方等を想定しておりますが、受講を希望する方であればどなたでもご受講可能です。 

 

開催方法・時期等 

原則対面による個社開催で実施いたします。場所は協会もしくは会員会社にてとなります。 
開催時期は９月からを予定しています。 

 

研修内容 

・苦情処理業務の基本についての再確認 
・行政指摘事例等から見る留意点 
・実際の苦情受付帳票等を用いた誤りやすい事例の説明 
・ＪＤＭの登録方法に係る留意点 
・苦情処理業務におけるモニタリング等、経営管理上の留意点等 

   
  ※研修の実施にあたり、差支えの無い範囲で事前資料（個人情報が含まれないもの）をご提

出いただき、当日の研修内容に反映させていただきます。 
   

※事前資料例：苦情対応に係る社内規則やマニュアル等、苦情・相談受付簿のひな形等 
  ※ボリュームとしては、２時間程度の受講時間を想定しています。 
 

受講料（１人あたり、税込） 

 

苦情研修受講料 １１，０００円 

１１. 新たな枠組みの研修について 
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テキスト 

テキスト等はございません。 
 

申込方法等 

電話もしくはメールにて受付いたします。 
TEL 03-5645-3303（割賦販売法・自主ルール研修担当直通） 
E-mail kenshu＠jcredit.jp 

 
  申込みからの受講、請求までの流れは以下のとおりです。 
 
  ①受講希望日の２ヶ月前までを目途にお申込みいただく 

  ②日程・開催場所の調整、講師の確保⇒開催確定のご連絡 
  ③研修実施日１ヶ月前までを目途に事前資料を提出いただく（任意） 
  ④研修実施、受講料のご請求 
 

申込開始日/開講日 

申込みは２０２６年７月１日（水）より承ります。開講は２０２６年９月１日（火）の予定
です。なお、それぞれ間近になりましたらＪＣＡ資格ＮＥＴ等で告知を行います。 

 

開講期間 

２０２６年９月１日（火）～２０２７年３月１２日（金）を予定しております。 
 

受講料の請求 

毎月２０日までに受講された分の請求については、翌月上旬に請求書を送付します。 
  ２月２１日～３月１２日までの間に受講された分の請求については３月中旬を目途に請求書 

を送付いたします。 
 

その他 

個人情報の取扱いについて  
受講申込にあたって入力等された個人情報は、研修に係る受講者管理、事務連絡、請求事

務等に利用させていただきます。 
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ＪＤＭ研修   
 

受講対象者 

主に新たにＪＤＭ担当となられる方や操作等に慣れていない方等を想定しておりますが、 
受講を希望する方であればどなたでもご受講可能です。 

 

開催方法・時期等 

ＪＣＡ資格ＮＥＴ（新システム）にてＥラーニング形式で行います。 
開講期間は２０２６年９月１日（火）～２０２７年３月１２日（金）を予定しております。 

 

研修の区分 

以下の３区分でご用意いたします。 
①ＡＣＱ（クレジットカード番号等取扱契約締結事業者向け） 
②個別（個別信用購入あっせん業者向け） 

  ③ＡＣＱ・個別（①と②の混合） 
 

研修内容 

・システムの概要と目的 
・基本操作と画面の見方 
・具体的な利用シナリオ 
・よくある誤操作とその防止策 
・理解度チェック等 

  ※ボリュームとしては、１時間程度の受講時間を想定しています。 
 

受講料（１人あたり、税込） 

初年度は各社１名まで無料で受講いただけます（ＪＣＡ資格ＮＥＴでの受講者登録は必要）。 
追加人数分につき、以下の受講料をご請求いたします。 

 

ＪＤＭ研修受講料 １，６５０円 

 

テキスト テキスト等はございません。 

 

申込方法等 

申込みは、「ＪＣＡ資格ＮＥＴ」（新システム）からとなります。 
  ＵＲＬ: https://j-credit.s-lms.net/                
※新システムの稼働は７月からを予定しております。 
 
他のＥラーニング研修と同様に、申込責任者による受講者アカウントの登録及び申込みが必

要となります。なお、現在システム改修中のため、具体的な申込方法については６月中旬頃を
目途に、別途ＪＣＡ資格ＮＥＴへの掲出や申込責任者様宛のメール等にて周知いたします。 
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申込開始日/開講日 

２０２６年度の受講申込開始及び開講日は９月１日（火）を予定しております。 
 

受講可能期間 

２０２６年９月１日（火）～２０２７年３月１２日（金）を予定しております。 
この期間内であれば何度でも資料の閲覧、ＤＬ等が可能です。 

 

受講料の請求 

受講料の請求については、３月中旬頃を目途にご請求書を送付いたします。 
 

その他 

コンテンツの視聴について  
時間帯によっては、アクセスが集中し一時的にログインがしづらい状態が発生する可能性

があります。その場合は時間をおいて、再度お試しいただくようお願いいたします。 
 
個人情報の取扱いについて  

受講申込にあたって入力等された個人情報は、研修に係る受講者管理、事務連絡、請求事
務等に利用させていただきます。 
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 ↑事務局記入欄 

２０２６年度「割賦販売法・自主ルール研修」講師派遣 申込書（申込責任者） 

※ 申込みにあたっては、２２Ｐ「８.講師派遣制度」の申込方法をご確認ください。 

 

希望する研修種別 
 

いずれか１つに○ 

をつけてください。 

一般研修 包括 ACQ 個別 
カード

総合 
合同① 合同② 合同③ 

講師育成研修 包括 ACQ 個別 
カード

総合 
合同① 合同② 合同③ 

講師更新研修  ACQ 個別 
カード

総合 
合同 

◎ 研修時間は、所定の時間（ガイダンス等含む）を確保してください。（下表参照） 

 包 括 ＡＣＱ 個 別 カード総合 合同① 合同② 合同③ 

一般研修 ２時間３０分 ２時間３０分 ３時間 ３時間 ４時間３０分 ４時間 ４時間 

講師育成研修 ２時間 ２時間 ２時間 ２時間 ２時間 ２時間 ２時間 

講師更新研修 ‐ ２時間 ２時間 ２時間  合同 ２時間 

 

※ 受講申込書に記載された個人情報は、当協会が開催する「割賦販売法・自主ルール研修」に係る受講者管理、事務連絡、請求事

務等に利用させていただきます。 

 

【事務局使用欄】 

以下のとおり、講師派遣についてご通知いたします。 

開催の可否 可    ・   否 研修コード  

開催日時 年   月   日（  ）    ：    ～    ： 

連 絡 日 年   月   日（  ）   （協会担当者氏名：        ） 

会員番号（事務局記入） 
会社名  

 

フリガナ   部署  役職  

氏名 
（姓） 

 

（名） 

 
e-
mail 

 

所在地 
〒  
 
TEL  

開
催
希
望
日
時 

第1希望 年   月   日(  ) 時間    ：    ～    ： 

第２希望 年   月   日(  ) 時間    ：    ～    ： 

第３希望 年   月   日(  ) 時間    ：    ～    ： 

研修方式 集合方式（対面）／ リモート方式 受講予定人数 名 

開催会場名 

（所在地と異なる場合は所

在地も記載） 

〒 

 

TEL 

資料等送付先 

（上記所在地、開催会場と

異なる場合に記載） 

〒 

 

TEL  

１２. 各申込書面等 

 割賦販売法・自主ル

ール研修の関連規則等 
 

   年  月  一般  ・  育成  ・  更新   講師派遣用 
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会員主催研修においては、講師資格者が当協会が実施する一般研修と同一のカリキュラム、テキスト、理解

度測定により研修を実施した場合に、協会の研修と同等の研修を実施したものとみなされます。 

会員主催研修を実施する場合は、原則協会が作成した本テキストを使用してください。 

本テキストは、原則ＰＤＦファイルによるデータ（無料）にて提供しておりますが、製本されたテキストを

希望される会員の方には販売も行います。ご希望の場合は次頁の申込書にご記入の上、協会宛お申込みください。 

 

販売価格 各１部 １，６５０円（税込） 

※ 送料は協会が負担いたします。 

※ 同一テキストを１００部以上の購入の場合、当該テキストについては１割引となります。 

ただし、送付先は１ヶ所に限らせていただきます。 

 

講師テキストについて 

  今年度より、希望される方には講師テキスト（製本版）を販売いたします。 

  価格は１部 １，６５０円（税込）です。 

 

販売開始時期  

本年度のテキスト販売開始時期は、２０２６年６月中旬頃を予定しております。 

 

申込方法 

  次ページの「割賦販売法・自主ルール研修テキスト申込書」に、必要事項をご記入の上、事務局までメール

又はＦＡＸでお申込みください。 

  また、ＪＣＡ資格ＮＥＴ（新システム）の申込責任者画面からも購入可能となる予定です。こちらにつきま

しては準備が整い次第ご案内いたします。 

お問合わせ・お申込み先 

 一般社団法人日本クレジット協会 自主規制部  

        〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14‐1 住生日本橋小網町ビル 

                 TEL 03-5645-3303（割賦販売法・自主ルール研修担当直通） 

FAX 03-5643-0080 E-mail kenshu＠jcredit.jp  

テキストの種類 使用する研修の種類と区分 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞ 

包括信用購入あっせん業務編 

一般研修（包括、カード総合、合同①、合同②） 

講師育成研修（包括、カード総合、合同①、合同②） 

講師更新研修（カード総合、合同） 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞  

クレジットカード番号等取扱契約締結業務編 

一般研修（ＡＣＱ、合同③） 

講師育成研修（ＡＣＱ、合同③） 

講師更新研修（ＡＣＱ） 

割賦販売法・自主ルール研修テキスト＜2026年度版＞  

個別信用購入あっせん業務編 

一般研修（個別、合同①、合同②、合同③） 

講師育成研修（個別、合同①、合同②、合同③） 

講師更新研修（個別、合同） 

講師研修テキスト＜2026年度版＞ 
講師育成研修（個別、合同①、合同②、合同③） 

講師更新研修（個別、合同） 

割賦販売法・自主ルール研修テキストの申込みについて 
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  年  月  日 

 

一般社団法人日本クレジット協会 

自主規制部 行 
 

 割賦販売法・自主ルール研修 テキスト申込書 
 

会社名／部署 

 

所在地 
〒   － 

申込責任者名 
 

電話番号  

テキスト部数 

◎包括信用購入あっせん業務編＜2026年度版＞           部                               

◎クレジットカード番号等取扱契約締結業務編＜2026年度版＞   部 

◎個別信用購入あっせん業務編＜2026年度版＞          部 

◎講師研修テキスト＜2026年度版＞               部 

※合同研修を実施する場合は、包括又はＡＣＱと個別両テキストをご購入ください。 

※1. 請求書には、会社名・申込者名を記載して送付いたします。（宛先にご希望のある場合は、お問合せください。）

お振込みの際には、お手数ですが会社名をご記入ください。 

※2. キャンセル・返品について 

・商品到着後の返品については、14日以内にお電話にてご連絡ください。 

・初期破損または未開封に限り、返品受付可能です。その他お申込者の理由による返品は不可となりますので、

あらかじめご了承ください。 

・返品に係る返送料は、誤納品、不良品、商品の著しい破損による返品に限り、当協会負担で対応いたします

が、それ以外はお申込者にてご負担ください。 

※3. 上記の個人情報は、割賦販売法・自主ルール研修テキストの申込者管理、テキストの発送、請求事務などに利

用させていただきます。 

 

 

（事務局使用欄） 

入 力 請 求 発 送 

   

／ ／ ／ 
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理解度測定問題の概要  

割賦販売法・自主ルール研修において、会員主催による「一般研修」の理解度測定については、次のい

ずれかの方法により実施することができます。 

《基本対応》 
協会が提供する会員主催研修用の理解度測
定問題（ＰＤＦデータ）をそのまま使用。 

 《会員が問題を作成する場合》 
① 協会が提供する理解度測定問題一覧か

ら、協会が定める基準に基づき、指定問
題数を選択、作成して使用。 

一般研修 ３０問 一般研修 一覧から３０問選択 
   

  
② 会員が特有の業務に応じた問題を作成の 

うえ、上記①に追加して使用。 
※ この場合は、５問まで追加可能。 

一般研修 
作成した３０問に５問まで追加
可能（最大３５問） 

 

理解度測定問題の入手方法  

 

ＪＣＡ資格ＮＥＴにログイン後、「関連データ」からダウンロードください。 

本年度の理解度測定問題については、７月（新サイト稼働開始時）の掲出を予定しております。 

 

お 願 い  

 

① 入手された理解度測定問題は、申込責任者が厳重に保管し、外部に漏えいしないよう管理してください。 

② 会員が作成する場合は、「理解度測定問題一覧（2026年度 問題作成の考え方と問題一覧）」（ＪＣＡ資

格ＮＥＴ関連データ内に７月掲出予定）を参照のうえ、研修項目毎に指定する数の問題を選択してく

ださい。 

③ 会員特有の業務に応じた問題を作成された場合は、協会における今後の研修問題作成の参考とするた

め、可能な範囲で協会宛に報告いただければ幸いです。 
 

お問合わせ先  

 一般社団法人日本クレジット協会 自主規制部  

        〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14‐1 住生日本橋小網町ビル 

                 TEL 03-5645-3303（割賦販売法・自主ルール研修担当直通） 

FAX 03-5643-0080  

                         E-mail kenshu＠jcredit.jp 

 

 

 

 

 

 

 

割賦販売法・自主ルール研修 

理解度測定問題の申込みについて 
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  年  月  日 

 

一般社団法人日本クレジット協会 御中 

 

 

講師資格者届出書 
 

 

会 社 名  

部署・役職名  

氏    名  

電 話 番 号  

 

 

  割賦販売法・自主ルール研修における講師資格者に関する事項について、割賦販売法・自主ルール研

修に関する細則第２１条第１項第３号の規定により下記のとおり届出ます。 

 

記 

 

氏 名  

弁護士登録番号  

講師資格の種類 

１．包括研修講師資格 

２．アクワイアラ研修講師資格 

３．個別研修講師資格 

  ※届出る講師資格全てに○を付けてください。 

 

以上 

  

様式１（細則第２１条第１項第３号関係） 
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  年  月  日 

一般社団法人日本クレジット協会 御中 

 

講師資格者台帳 記載事項の変更等届出書 
 

会 社 名  

部署・役職名  

氏    名  

電 話 番 号  

 

  割賦販売法・自主ルール研修における講師資格者に関する事項について、下記のとおり変更が生じま

したので、割賦販売法・自主ルール研修に関する細則第２４条第２項の規定により届出ます。 

記 

 

１．登録上の講師資格者に係る事項 

ふりがな  

氏   名  

ＪＣＡ資格ＮＥＴ 

ユーザＩＤ 
 

講師資格区分 包括 アクワイアラ 個別 

認定番号    

 

２．変更事項 

  変更前 変更後 

１ 

ふりがな   

氏 名   

２ 会社名   

３ 退職等に伴う講師資格及びＪＣＡ資格ＮＥＴアカウント削除依頼 

※該当する項目番号に○を付け、１か２の場合は変更前後の事項をご記入ください。 

 

以上 

  

様式２（細則第２４条第２項関係） 
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様式３（細則第２８条第３項第１号関係） 

 年  月  日 策定 

 

 

年度  割賦販売法・自主ルール研修に関する研修計画 

 

 

 （単位：人） 

研修の種類 受講予定者 

コンプライアンス研修  

一般研修 

協会主催研修 

対面による集合研修  

非対面による研修（Ｅラーニング）  

会員主催研修  

講師研修 

講師育成研修   

講師更新研修   

受講予定者総数  
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  年  月  日 

一般社団法人日本クレジット協会 御中 

 

教材（ビデオ等）の使用届出書 

 

会 社 名  

部署・役職名  

氏    名                  

電 話 番 号  

 

 双方向性のない会議システム等を活用した会員主催研修を実施するにあたり、協会作成のテキスト以外

に、下記のビデオ等の教材を使用しますので届け出ます。 

 また、教材の作成に当たっては、下記の講師資格者等が関与したことを証します。 

 

                      記 

 

※本様式はＪＣＡ資格ＮＥＴからもダウンロードできます。 

 

 

 

教材の形式  

研修の種類 

１．包括研修 ５．合同①研修 

２．アクワイアラ研修 ６．合同②研修 

３．個別研修 ７．合同③研修 

４．カード総合研修  

研修の 

方法等 

研修の方法と 

教材の使用方法 
 

監督者 
１．講師資格者 

２．管理職等講師資格者に準ずる者 

研修１回当たりの

受講予定者数 
        名 ～       名 

教材の時間        時間     分 

教材作成に 

関与した 

講師資格者等 

講師資格者又は

弁護士の別 

１．講師資格者 

 

２．弁護士 

講師認定番号 
※弁護士の場合は不要 

様式４ 
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資格研修等に関する規則  
 

（目的） 

第１条 本規則は、一般社団法人日本クレジット協会（以下「本会」という。）が定款第４条第

１項第８号に規定する会員の役員及び従業員等の研修及び資格認定（以下「研修等」という。）

の実施に当たり、その内容等について定めることを目的とする。 

 

（研修等の種類） 

第２条 本会は、次に掲げる研修等を実施するものとする。 

(1) 割賦販売法及び同法に係る自主規制等に関する研修 

(2) 個人情報保護法及び同法に係る自主規制等に関する研修 

(3) クレジット業務に関連する研修等 

(4) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な研修等 

 

（対象） 

第３条 前条各号に掲げる研修等の対象者は、本会の会員（正会員及び準会員）の役員及び職員

とする。ただし、第５条に定める細則において別に対象者の定めがある場合はその定めによる。 

 

（受講料等） 

第４条 本会は、第２条各号の研修等を実施するに当たって、必要経費等を勘案して算出された

適正な受講料等を参加者から徴収できるものとする。 

 

（細則） 

第５条 研修等の実施に必要な細則は、人材育成部会の審議を経て別に定めるものとする。 

 

（改廃） 

第６条 本規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附則 

１．本規則は、平成２１年１２月１日から施行する。 

２．本規則は、平成２５年４月１日から改正施行する 

 

 

  

１３. 割賦販売法・自主ルール研修の関連規則等 
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割賦販売法・自主ルール研修に関する細則  
 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本細則は、「資格研修等に関する規則（以下「規則」という。）第５条」に基づき、一般

社団法人日本クレジット協会（以下「本会」という。）が定める「包括信用購入あっせんに関

する自主規制細則第７条第２項」及び「個別信用購入あっせんに関する自主規制細則第８条第

２項」並びに「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者による加盟店調査等に係る自主規

制細則第６条第２項」に定める研修の実施に必要な事項を定める。 

 

（対象会員） 

第２条 本細則に定める研修は、次の各号に掲げる会員を対象とする。 

(1) 包括信用購入あっせん業者 

(2) 個別信用購入あっせん業者 

(3) クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 

 

（社内教育体制の整備） 

第３条 前条に定める対象会員（以下「研修対象会員」という。）は、割賦販売法及び同法に係

る自主規制規則等（以下「割賦販売法及び自主ルール」という。）を遵守した適正な業務を行

うための社内教育体制の整備に資するために第２１条第１項で定めた者（以下「講師資格者」

という。）を置かなければならない。 

２ 講師資格者は、当該研修対象会員の実情（従業員規模や営業所数等の状況）を踏まえ、その

役割に応じた人数とする。 

３ 前項の講師資格者の人数は、研修対象会員の社内規則等において定めることとする。 

４ 新たに研修対象会員となったものは、研修対象会員となった時から１年以内に前三項の定め

に基づき体制整備を行うものとする。 

 

（研修の種類） 

第４条 本細則に定める研修は次の種類とする。 

(1) コンプライアンス研修 

(2) 一般研修 

(3) 講師研修 

２ 本会は、前項に定める研修の実施に必要な事項（以下「実施要領」という。）をとりまとめ、

会員に周知することとする。 

３ 実施要領は、次の各号に定める内容を記載する。 

イ 本会が主催する研修（以下「協会主催研修」という。） 

(ｲ) 研修の種類及び区分 

(ﾛ) 当該年度の実施スケジュール 

(ﾊ) 研修方法 

(ﾆ) 研修内容 

(ﾎ) 修了要件 

(ﾍ) 申し込み方法 

(ﾄ) 受講料 

(ﾁ) その他研修の実施にあたって必要な事項 

ロ 第１５条第１項に定める研修（以下「会員主催研修」という。） 

(ｲ) 会員主催研修の要件 

(ﾛ) 保有する講師資格により講師を務めることができる研修 

(ﾊ) 研修方法 

(ﾆ) 修了要件 
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(ﾎ) 双方向性のある会議システム等による研修方法における実施基準 

(ﾍ) 双方向性のない会議システム等による研修方法における実施基準 

(ﾄ) ビデオ等の作成に係る基準 

(ﾁ) 会員が作成する研修資料等 

(ﾘ) その他研修の実施にあたって必要な事項 

 

（研修方法） 

第５条 本会は、前条に定める研修について、次の方法により実施する。 

(1) 対面による研修 

(2) 非対面による研修 

２ 前項各号に定める研修の具体的な実施方法については、実施要領によることとする。 

 

第２章 コンプライアンス研修 

（コンプライアンス研修の目的） 

第６条 コンプライアンス研修は、次条に定める受講対象者が割賦販売法及び自主ルールの遵守

に必要な社内体制の整備等を行うために必要な知識等を習得することを目的とする。 

 

（受講対象） 

第７条 コンプライアンス研修の対象は、研修対象会員であって、次に定める者を受講対象者と

する。 

(1) 本会に届出をしている会員代表者 

(2) 次の業務を担当する役員 

イ 包括信用購入あっせん業務 

ロ 個別信用購入あっせん業務 

ハ クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務 

２ 受講対象者が受講できない場合（研修対象会員において当該理由を合理的に説明できる場合

に限る。）は、法令遵守を監督する管理部門等の責任者又はそれに準ずる者（以下これらの者

及び前項に定める者と合わせて「受講対象役員等」と総称する。）が受講するものとする。 

３ 第１項及び前項の規定にかかわらず、次に定める者も受講できるものとする。 

(1) 第１項第２号以外の研修対象会員の役員 

(2) 前項以外の研修対象会員の職員 

(3) 研修対象会員以外の本会の会員の役員 

(4) 包括信用購入あっせん業務、個別信用購入あっせん業務又はクレジットカード番号等取扱

契約締結業務を営む（営む予定を含む。）非会員の役員 

(5) 研修対象会員の業務委託先その他の関連会社の役員（研修対象会員を通じて受講の申込み

をした場合に限る。） 

 

（コンプライアンス研修の受講等） 

第８条 研修対象会員は、コンプライアンス研修を、毎年度、受講対象役員等に受講させ修了さ

せるものとする。 

２ コンプライアンス研修の修了者は、当該受講した研修内容について、受講できなかった他の

受講対象役員等に周知するものとする。 

 

（修了の要件） 

第９条 本会は、受講対象役員等のうち研修を全て受講した者を研修の修了者とする。 
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第３章 一般研修 

第１節 協会主催研修 

（一般研修の目的） 

第１０条 一般研修は、割賦販売法及び自主ルールに基づいた業務に必要な知識を習得すること

を目的とする。 

 

（受講対象） 

第１１条 一般研修の対象は、研修対象会員において包括信用購入あっせん業務、個別信用購入

あっせん業務又はクレジットカード番号等取扱契約締結業務に従事する職員（以下合わせて

「受講対象職員」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める者も受講できるものとする。 

(1) 研修対象会員の役員 

(2) 研修対象会員以外の本会の会員の役職員 

(3) 包括信用購入あっせん業務、個別信用購入あっせん業務又はクレジットカード番号等取扱

契約締結業務を営む（営む予定を含む。）非会員の役職員 

(4) 研修対象会員の業務委託先その他の関連会社の役職員（研修対象会員を通じて受講の申込

みをした場合に限る。） 

 

（一般研修の種類） 

第１２条 受講対象職員が受講する研修の種類は、次の各号に掲げる研修とし、研修対象会員の

業務内容に応じて受講するものとする。なお、研修の実施方法は実施要領によることとする。 

(1) 包括研修 

(2) アクワイアラ研修（以下「ＡＣＱ研修」という。） 

(3) 個別研修 

(4) カード総合研修 

(5) 合同研修 

２ 研修対象会員において、受講対象職員が従事している業務が限定されている場合は、前項の

規定にかかわらず、当該従事している業務に応じた研修を受講できる。 

３ 第１項に定める研修について、第５条第１項第２号に定める研修方法により行うときは、第

３条に定める社内体制の整備が図られていることを受講要件とする。 

 

（研修時期） 

第１３条 研修対象会員は、受講対象職員に対し一般研修が修了した日が属する年度の翌年度か

ら３年度以内に一般研修を受講させ修了させるものとし、以後も同様とする。 

２ 前項にかかわらず、研修対象会員は、職員を新たに第１１条第１項に定める業務に従事させ

るときは、当該職員（従事する日が属する年度の前３年度以内に一般研修を修了している者を

除く。）に対し、できる限り早く一般研修を受講させ修了させるものとする。 

３ 新たに研修対象会員となったものは、原則として、研修対象会員となった時から１年以内に

受講対象職員を受講させるものとする。 

 

（修了の要件） 

第１４条 本会は、第５条第１項各号に定める方法による研修において、実施要領に定める基準

を満たした受講対象職員を修了者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定める者も一般研修の修了者とみなす。 

(1) 講師育成研修を修了した者 

(2) 講師更新研修を修了した者 

(3) クレカウンセラー修了研修を修了した者 

３ 本会は、前各項の修了者の記録を作成し、会員の閲覧等に供するものとする。 
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第２節 会員主催研修 

（会員主催研修） 

第１５条 研修対象会員は、本会が以下に定める全ての要件を満たすことにより、会員主催研修

を実施することができる。 

(1) 研修内容を正確かつ確実に伝えることができる方法により研修を実施すること。 

(2) 本会が作成した一般研修のテキストを使用するとともに、本会が作成した問題により理解

度測定を行うこと。ただし、実施要領に定める方法により研修対象会員が作成する研修資料

及び理解度測定問題を使用することを認める。 

(3) 前２号に定める他、本会主催の一般研修と同等の研修内容等であること。 

２ 本会は、当該受講対象職員が所属する会員の会員主催研修を受講し修了した場合は、一般研

修を修了したものとみなす。 

３ 研修対象会員は、会員主催研修を実施した場合は、本会に報告するものとする。なお、報告

の方法、時期、内容等は実施要領によることとする。 

 

（準用） 

第１６条 前条第 1 項の会員主催研修については、第１０条から第１４条第２項の規定を準用す

る。 

 

第４章 講師研修等 

（講師の役割） 

第１７条 講師資格者は、第３条に定める社内教育体制の整備に資するよう、次の役割を担うも

のとする。 

(1) 第２１条に基づき、会員主催研修の該当する種類の研修講師を務めること。 

(2) 第３章に定める一般研修を受講する受講対象職員に対し、質問等への回答及び助言を行う

こと。 

(3) 割賦販売法及び自主ルールに関し社内において実務と関連付けた観点から日常的に助言を

行うこと。 

 

（講師研修の目的） 

第１８条 講師研修は、前条に定める役割を担うのに必要な知識等を習得することを目的とする。 

 

（講師研修の種類） 

第１９条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に定める研修を、当該各号に定める

目的で行う。 

(1) 講師育成研修 

   講師として必要な知識等を習得するため 

(2) 講師更新研修 

   講師資格者の能力の維持及び向上を図るため 

２ 前項第１号に定める研修の種類は、次の各号に掲げる研修とし、研修の実施方法は実施要領

によることとする。 

(1) 包括研修 

(2) ＡＣＱ研修 

(3) 個別研修 

(4) カード総合研修 

(5) 合同研修 

３ 第１項第２号に定める研修の種類は、次の各号に掲げる研修とし、研修の実施方法は実施要

領によることとする。 

(1) ＡＣＱ研修 

(2) 個別研修 
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(3) カード総合研修 

(4) 合同研修  

 

（受講対象） 

第２０条 講師育成研修の対象は、講師育成研修を受講しようとするときから原則前３年度以内

に、第１２条に定める一般研修において当該研修を修了した役職員であって、講師になろうと

する者とする。ただし、本会が認める場合は、この限りではない。 

２ 講師更新研修の対象は、講師資格を更新しようとする者とする。 

 

（講師資格の認定） 

第２１条 本会は、次の各号に定める者を講師として認定する。 

(1) 講師育成研修を受講した者のうち、実施要領に定める基準を満たす者 

(2) 本会のクレカウンセラー資格の認定を受けた者 

(3) 協会に届出をした弁護士 

   なお、届出にあたっては、実施要領に定める様式の届出書を本会に提出するものとする。 

２ 前項各号に該当する者について本会が認定する講師資格の種類は、次の各号に掲げるものと

し、認定にあたっては実施要領によることとする。 

(1) 包括研修講師資格 

(2) アクワイアラ研修講師資格 

(3) 個別研修講師資格 

３ 本会は、第１項第１号及び第２号の講師資格認定者の記録を作成し、会員の閲覧等に供する

ものとする。 

 

（講師資格の有効期間） 

第２２条 前条第１項第１号及び第２号の講師資格の有効期間は、講師資格認定の日（同項第２

号に定める講師にあってはクレカウンセラー資格の認定を受けた日）から３年を経過した日が

属する年度の末日までとする。 

２ 次条により講師更新研修を修了した者の講師資格の有効期間は、更新研修の修了日から３年

を経過した日が属する年度の末日までとする。 

 

（講師資格の更新） 

第２３条 講師資格者（弁護士を除く。）は、当該講師資格を更新しようとするときは、前条の

有効期間満了の時までに講師更新研修を修了しなければならない。 

２ 本会は、講師更新研修を受講した者のうち、実施要領に定める基準を満たした者を修了者と

する。 

３ 第１項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により講師資格の有効期間満了の日までに講

師更新研修を修了していない者に、当該有効期間満了後１年間に限り講師更新研修の受講を認

める。この場合、当該講師更新研修の修了認定の可否が決定されるまでの間、講師資格は停止

する。 

４ 本会は、第２項の講師更新研修修了者の記録を作成し、会員の閲覧等に供するものとする。 

 

（講師資格者台帳への記載） 

第２４条 本会は、講師資格者（弁護士を除く。以下本条及び次条において同じ。）について、

次の各号に定める事項を講師資格者台帳（電磁的記録を含む。）に記載するものとする。 

(1) 氏名 

(2) 所属する会社名 

(3) 講師資格認定年月日 

(4) 講師資格更新認定年月日（最新のもの） 

(5) 講師資格の有効期間（最新のもの） 
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(6) 講師資格の認定番号及び種類 

(7) 講師資格を失効した旨 

(8) その他講師資格者の管理のために必要な事項 

２ 講師資格者は、前項の記載事項に変更が生じた場合には、実施要領に定める様式の届出書を

遅滞なく本会に提出するものとする。 

３ 本会は、講師資格の有効期間を経過し講師資格を失効した場合には、講師資格者台帳から当

該者の記録を削除するものとする。 

 

（講師の活動範囲） 

第２５条 講師資格者は、当該講師資格者が所属する会員の会員主催研修以外で講師を務めるこ

とができない。ただし、本会が認める場合は、この限りでない。 

 

第５章 その他 

（協会主催研修の受講料等） 

第２６条 本会は、資格研修等に関する規則第４条の規定に基づき、協会主催研修の受講料につ

いて、次の各号に定める金額（受講者１名あたり（税別））とする。 

イ 対面による研修 

(ｲ) 一般研修 ３５００円 

(ﾛ) 講師育成研修 ６０００円 

(ﾊ) 講師更新研修 ６０００円 

ロ 非対面による研修 

(ｲ) コンプライアンス研修 ２５００円 

(ﾛ) 一般研修 １５００円 

(ﾊ) 講師育成研修 ５０００円 

(ﾆ) 講師更新研修 ５０００円 

２ 本会は、納付された受講料は、本会の都合により本研修の開催を中止した場合を除き、これ

を返還しないものとする。 

３ 本会は、協会主催研修に関し受講者に請求できるその他の金額については、実施要領に定め

ることとする。 

 

（研修のフォローアップのための調査） 

第２７条 本会は、研修対象会員に対し、必要に応じ、第４条各号に定める研修のフォローアッ

プのための調査を実施することができるものとし、当該会員は、これに協力するものとする。 

２ 本会は、当該調査内容の分析の結果等を当該会員に対し提供するものとする。 

３ 本会は、研修の実績に著しく問題のある会員については、本会が定める処分に関する細則と

は別に、研修の運用上の注意文書の発出等をすることができるものとする。 

 

（研修の記録の作成と保存等） 

第２８条 本会は、実施した第４条各号に定める研修について、次の各号に定める記録（電磁的

記録を含む。次項において同じ。）を作成し、当該研修を実施した日から５年間が経過する日が

属する年度の年度末まで保存するものとする。 

(1) コンプライアンス研修 

イ 氏名 

ロ 所属する会社名、所属・部署、役職 

ハ 受講月 

ニ 受講結果 

(2) 第５条第１項第１号に定める方法で行う一般研修及び講師研修 

イ 氏名 

ロ 所属する会社名 
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ハ 受講番号 

ニ 研修の種類 

ホ 受講月 

ヘ 受講結果 

ト 修了した場合は修了日及び修了番号 

チ その他管理のために必要な事項 

(3) 第５条第１項第２号に定める方法で行う一般研修及び講師研修 

  イ 氏名 

  ロ 所属する会社名 

  ハ ユーザーＩＤ 

  ニ 研修の種類 

  ホ 修了日 

  ヘ その他管理のために必要な事項 

２ 研修対象会員は、社内規程等に基づき、第４条各号に定める研修にかかる研修計画を策定す

るとともに、当該研修に役職員を受講させた場合には、その記録を作成し、当該研修を実施し

た日から５年間が経過する日が属する年度の年度末まで保存するものとする。 

３ 前項に定める研修計画及び受講状況の記録事項は、次の各号のとおりとする。 

(1) 研修計画 

研修対象会員は実施要領に定める様式を参考に研修計画を策定する。 

(2) 受講状況 

イ コンプライアンス研修 

(ｲ) 受講対象役員全員の氏名、役職 

(ﾛ) 上記(ｲ)のうち実際に受講した者（上記(ｲ)以外の者も含む。）の氏名、役職 

(ﾊ) 上記(ｲ)のうち受講できなかった者がいる場合は、当該者に周知した日 

ロ 一般研修 

(ｲ) 氏名 

(ﾛ) 研修日（分割研修の場合は期間）又は修了日（非対面による研修の場合） 

(ﾊ) 研修の種類（①第１２条第１項第１号から第５号の別、②協会主催研修、会員主催研 

修の別、③対面による研修、非対面による研修の別） 

(ﾆ) 受講結果（修了、未修了の別） 

(ﾎ) 会員主催研修の場合は講師名 

 (ﾍ) 同一の役職員に対し、再度理解度測定のみを行った場合は、その旨（講義と同日中に 

行った場合を除く。） 

ハ 講師研修 

(ｲ) 氏名 

(ﾛ) 研修日 

(ﾊ) 研修の種類（講師育成研修、講師更新研修の別と、第１９条第２項第１号から第５号 

の別及び第３項第１号から第４号の別） 

(ﾆ) 受講結果 

 

(改廃） 

第２９条 本細則の改廃は、自主規制委員会の決議を経て行う。 
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附則 

１．本細則は、平成２２年４月１６日から施行する。 

２．本細則は、平成２３年４月１日から改正施行する。 

３．本細則は、平成２３年１０月２５日から改正施行する。 

４．本細則は、平成２５年４月１日から改正施行する。 

５．本細則は、平成２６年４月１日から改正施行する。 

６．本細則は、平成２７年４月１日から改正施行する。 

７．本細則は、平成２８年４月１日から改正施行する。 

８ 本細則は、平成２８年７月２０日から改正施行する。 

９．本細則は、平成２９年４月１日から改正施行する。 

１０．本細則は、平成３０年６月１日から改正施行する。 

１１．本細則は、平成３１年４月１日から改正施行する。 

１２．本細則は、令和２年７月１日から改正施行する。 

１３．第２１条第２項に定める講師資格については、令和元年度までに「包括研修講師資格」を 

保有している場合には、改正施行後における「包括研修講師資格」及び「ＡＣＱ研修講師 

資格」の講師資格を有するものとみなす。 

１４．第３条第１項の規定は、講師資格者の設置による社内教育体制の整備の期間として、令和 

４年３月３１日までの経過措置を設けることとする。 

１５．本細則は、令和３年４月１日から改正施行する。 

１６．本細則は、令和５年４月１日から改正施行する。 

１７．本細則は、令和６年４月１日から改正施行する。 

１８．本細則は、令和７年４月１日から改正施行する。 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


